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(57)【要約】
【課題】Ｘ線透視撮影台を用いて、例えばスロットスキ
ャン法等の長尺撮影により、足首および足先までの撮影
を行うとき、Ｘ線管から照射されＸ線絞りによりコリメ
ートされたＸ線束の一部がＸ線透視撮影台の天板に取り
付けられた踏台の金属部によって遮断され、天板の背面
に位置するＸ線受光部に入射できないため、被検者の下
肢に撮影不能部位が発生し診断に支障をきたしていた。
【解決手段】Ｘ線透視撮影台１を用いて立位の被検者３
の足首および足先を撮影する場合、操作者は被検者３を
天板２に載置する前に、天板２の足側に取り付けられた
踏台４の踏台金属部４Ａ上に、上面が発泡ポリエチレン
等により構成されるＸ線吸収率の低い矩形の板により構
成され、下面が木製の板により構成される追加踏台１０
を取り付ける。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
天板に取り付けられ、立位撮影時に被検者を支持する踏台を有するＸ線透視撮影台におい
て、前記踏台に着脱可能であって、診断に支障をきたさない程度にＸ線吸収率の低い材料
で構成された踏台を設けたことを特徴とするＸ線透視撮影台。
【請求項２】
材料はカーボン、または塩化ビニール、または樹脂であることを特徴とする請求項１記載
のＸ線透視撮影台。
【請求項３】
着脱可能な踏台は足先、足首以外の検査に用いる機械的強度が大きい材料とＸ線低吸収材
とを組み合わせて構成されることを特徴とする請求項１記載のＸ線透視撮影台。
【請求項４】
前記踏台が上面下面のいずれにもなるように回転可能に構成されていることを特徴とする
請求項３記載のＸ線透視撮影台。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＸ線透視撮影台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線透視撮影台を用いて被検者の下肢、足首または足先の病変を撮影する場合、体重を
かけた状態、すなわち立位で、例えばスロットスキャン法等により長尺撮影が行われるこ
とが多い。そのためＸ線透視撮影台１は、例えば図５に示すように、立位撮影を行うとき
被検者３を支持するための踏台４が天板２の足側に取り付けられるように構成されている
（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－３４７０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　Ｘ線透視撮影台を用いて、例えばスロットスキャン法等の長尺撮影により、足首および
足先までの撮影を行うとき、例えば図４に示すようにＸ線管５から照射されＸ線絞り６に
よりコリメートされたＸ線束８の一部がＸ線透視撮影台１の天板２に取り付けられた踏台
４の踏台金属部４Ａによって遮断され、天板２の背面に位置する、例えばフラットパネル
型Ｘ線検出器等により構成されるＸ線受光部７に入射できないため、被検者３の下肢に撮
影不能部位９が発生し診断に支障をきたしていた。本発明はこの不具合を解決するための
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１記載の発明は上記の目的を達成するために、天板に取り付けられ、立位撮影時
に被検者を支持する踏台を有するＸ線透視撮影台において、前記踏台に着脱可能であって
、診断に支障をきたさない程度にＸ線吸収率の低い材料で構成された踏台を設けたＸ線透
視撮影台である。
【０００５】
　請求項２記載の発明は上記の目的を達成するために、材料はカーボン、または塩化ビニ
ール、または樹脂である請求項１記載のＸ線透視撮影台である。
【０００６】
　請求項３記載の発明は上記の目的を達成するために、着脱可能な踏台は足先、足首以外
の検査に用いる機械的強度が大きい材料とＸ線低吸収材とを組み合わせて構成される請求
項１記載のＸ線透視撮影台である。
【０００７】
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　請求項４記載の発明は上記の目的を達成するために、前記踏台が上面下面のいずれにも
なるように回転可能に構成されている請求項３記載のＸ線透視撮影台である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によりＸ線吸収の少ない素材を木製板の上に貼り付けた構成の追加踏台を天板に
取り付けられた踏台の上に取り付けることにより、足首および足先の撮影においても撮影
不能部位をなくすことができる。また前記追加踏台は踏台の踏台金属部に着脱可能に構成
されているので、足首および足先以外の撮影の時は取り外して通常の踏台を使用すること
により、Ｘ線吸収は少ないが同時に機械的強度が小さい素材に起因する追加踏台の耐久性
の低さを補うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の実施例について図１および図２により説明する。図１に示すようにＸ線透視撮
影台１を用いて立位の被検者３の足首および足先を撮影する場合、操作者（図示しない）
は被検者３を天板２に載置する前に、天板２の足側に取り付けられた踏台４の踏台金属部
４Ａ上に図２に示す追加踏台１０を取り付ける。ここで図２（ａ）は追加踏台１０の側面
図であり、図２（ｂ）は正面図である。
【００１０】
　追加踏台１０は踏台金属部４Ａとほぼ同じ広さおよび厚さの矩形の木製取付板１０Ｂの
上面に、例えば発泡ポリエチレン等により構成される、Ｘ線吸収率の低い矩形の板である
低吸収踏板１０Ａを接着し、さらに木製取付板１０Ｂの前面の両端部にそれぞれＬ字型の
固定金具１０Ｃを取り付けた構成になっている。そして固定金具１０Ｃには操作者が追加
踏台１０を踏台金属部４Ａ上に取り付けるために固定ネジ１０Ｄをねじ込むためのネジ穴
（図示しない）が設けられている。
【００１１】
　そして図１に示すように被検者３が踏台金属部４Ａ上に取り付けられた追加踏台１０の
低吸収踏板１０Ａ上に立つことにより、足底と踏台金属部４Ａとの間にＸ線吸収率の低い
層が挿入されるために、”発明が解決しようとする課題”の項で述べたような撮影不能部
位の発生をなくすことができる。
【００１２】
　また通常低吸収踏板１０ＡはＸ線吸収は少ないが同時に機械的強度が小さい材質により
構成されるために耐久性が低いという欠点を有するので、足首および足先以外の撮影の時
は、操作者が固定ネジ１０Ｄをゆるめて追加踏台１０を踏台金属部４Ａから取り外すこと
ができるように構成されている。
【００１３】
　なお図１において７は天板２の背面に配置された、例えばフラットパネル型Ｘ線検出器
等により構成されるＸ線受光部である。
【００１４】
　また図３（ａ）に示すように、Ｘ線透視撮影台１の天板２に取り付けられた踏台１１の
踏台金属部１１Ａの上面に、例えば発泡ポリエチレン等により構成される、Ｘ線吸収率の
低い矩形の板である低吸収踏板１１Ｂを接着することによっても上記と同様の効果を得る
ことができる。そして図３（ｂ）の矢印Ａで示すように踏台金属部１１Ａを回転させて、
低吸収踏板１１Ｂを踏台金属部１１Ａの下面に配置できるように踏台１１を構成し、足首
および足先以外の撮影の時被検者（図示しない）を踏台金属部１１Ａ上に立たせることに
より低吸収踏板１１Ｂの耐久性の問題を低減できる。
【産業上の利用可能性】
【００１５】
　本発明はＸ線透視撮影台に関する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本発明の実施例を説明するための図である。
【図２】本発明の追加踏台の構成例を示す図である。
【図３】本発明の別の実施例を説明するための図である。
【図４】従来の踏板を用いた撮影について説明するための図である。
【図５】従来のＸ線透視撮影台について説明するための図である。
【符号の説明】
【００１７】
１：Ｘ線透視撮影台
２：天板
３：被検者
４：踏台
４Ａ：踏台金属部
５：Ｘ線管
６：Ｘ線絞り
７：Ｘ線受光部
８：Ｘ線束
９：撮影不能部位
１０：追加踏台
１０Ａ：低吸収踏板
１０Ｂ：木製取付板
１０Ｃ：固定金具
１０Ｄ：固定ネジ
１１：踏台
１１Ａ：踏台金属部
１１Ｂ：低吸収踏板
【図１】 【図２】
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